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－１－

Ⅰ．変更理由 

１ 浚渫土砂処理への対応を図るため、また、土地需要の変化に対応した土地利用を図るため、

朝日地区において土地造成及び土地利用計画を変更する。 

２ 土地造成及び土地利用計画の変更に伴い、朝日地区において公共埠頭計画及び水域施設計

画を変更する。 

３ 立地企業の要請に対処するため、朝日地区において専用埠頭計画及び水域施設計画を変更

する。 



－２－

Ⅱ．港湾施設の規模及び配置に関する資料 

Ⅱ－１ 公共埠頭計画 

   土地造成及び土地利用計画の変更に伴い、以下の施設を廃止する。 

表Ⅱ-1-1 廃止する公共埠頭 

水 深 バース数 延 長 埠頭用地 

4.5ｍ    2 229ｍ 0.3ha 

図Ⅱ-1-1 廃止する公共埠頭の位置 



－３－

【公共埠頭計画に係る参考資料】 

（１）既定計画における貼付貨物 

図Ⅱ-1-2 高松港港湾計画業務資料（平成 9年 11月改訂）

（２）既設岸壁の貨物取扱状況 

石油基地（-4.5ｍ）岸壁は元々、平成 9年の港湾計画改訂時に重油 4千トンを取扱う岸壁

として位置づけされたものである。当岸壁における取扱貨物量の推移は図Ⅱ-1-2 に示すと

おりであり、平成 27 年までは重油等の取扱いがあったが、国際的な環境規制の高まりや、

県内製油所の閉鎖により、重油取扱いの需要が減ったため、平成 28年以降取扱いは無い。 

平成 24 年から平成 27 年に、一時的に重油を取り扱っていた石油業者は重油の取り扱いを

やめてタンク設備を譲渡してしまい、また、近隣の石油事業者からも当岸壁を使用すること

はないと聞いており、再度、当岸壁で取扱が発生する可能性は少ない。 

図Ⅱ-1-3 石油基地（-4.5ｍ）の取扱貨物量の推移 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 Ｒ元

（ﾄﾝ）

平成28年以降
取扱いなし。

（単位：千トン）

規模
品目 輸出 輸入 移出 移入
重油 4
小計 0 0 4 0
合計 4

-4.5ｍ・2B，229ｍ
石油基地（-4.5ｍ）岸壁



－４－

（３）既設岸壁の利用状況

石油基地（-4.5ｍ）岸壁は前述のとおり、貨物は取扱われていないが、医療従事船が年間

150 日程度係留している。その他、多目的海上輸送船等が係留しているが、その頻度は極め

て低い。 

なお、老朽化のため岸壁の使用停止をせざるを得ないと考えており、今後、係船を許可し

ない方針である。 

（４）既設岸壁及び隣接護岸等の老朽化状況 

石油基地（-4.5ｍ）岸壁及び隣接護岸等の整備状況は以下に示すとおりであり、ほぼ全施

設が設置後、約 60 年が経過しており、老朽化が進行している。特に石油基地（-4.5ｍ）岸

壁は、空洞化により施設が損傷し、現在使用制限を行っているため、岸壁として継続的に利

用するためには早急な対応が必要な状況である。 

表Ⅱ-1-2 石油基地（-4.5ｍ）岸壁及び隣接護岸等の整備状況

図Ⅱ-1-4 石油基地（-4.5ｍ）岸壁及び隣接護岸等の整備位置

施設名 延長 設置 設置後の経過年数

石油基地（－4.5m）岸壁 229m S36 60

石油基地岸壁胸壁 259m H20 13

EMGﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ護岸 100m S36 60

朝日町沖護岸 197m S37 59

石油基地南護岸 457m S37 59

四国ドック物揚場 124m S37 59



－５－

Ⅱ－２ 専用埠頭計画 

   立地企業の要請に対処するため、以下の施設を撤去する。 

表Ⅱ-2-1 撤去する専用ドルフィン 

水 深 バース数 

5ｍ 4 

図Ⅱ-2-1 撤去する専用埠頭の位置 



－６－

Ⅱ－３ 水域施設計画 

   公共埠頭計画及び専用埠頭計画の変更に伴い、以下の水域施設を廃止する。 

図Ⅱ-3-1 廃止する水域施設の位置 

公共埠頭計画の変更に伴い廃止

専用埠頭計画の変更に伴い廃止



－７－

Ⅲ．土地造成及び土地利用計画に関する資料 

浚渫土砂処理への対応を図るため、また、土地需要の変化に対応するとともに、多様な機能

が調和し、連携する質の高い港湾空間の形成を図るため、土地造成及び土地利用計画を次のと

おり変更する。 

Ⅲ－１．土地造成計画 

表Ⅲ-1-1 土地造成計画（今回計画） 

（単位：ｈａ）    

用途

地区名 

埠頭用地

港湾関連

用地 

工業 

用地 

交通機能

用地 

危険物

取扱施設

用地 

緑 地 合 計 

朝日地区 

（0.8）

0.8 

（2.2）

2.2 

（3.0）

3.0 

注 1)（ ）は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する区域の保全に、特に密接に関連す

る土地造成計画で内数である。 

注 2）端数整理のため、内訳の和は必ずしも合計とはならない。 

注 3）今回の変更にかかる地区についてのみ記述した。

既定計画 

表Ⅲ-1-2 土地造成計画 

（単位：ｈａ）    

用途

地区名 

埠頭用地

港湾関連

用地 

工業 

用地 

交通機能

用地 

危険物

取扱施設

用地 

緑 地 合 計 

朝日地区 

（0.8）

0.8 

（0.3）

0.3 

（1.1）

1.1 

注 1)（ ）は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する区域の保全に、特に密接に関連す

る土地造成計画で内数である。 

注 2）端数整理のため、内訳の和は必ずしも合計とはならない。 

注 3）今回の変更にかかる地区についてのみ記述した。



－８－

＜変更前＞ 

＜変更後＞ 

工業用地 
2.2ha 



－９－

Ⅲ－２．土地利用計画 

表Ⅲ-2-1 土地利用計画（今回計画） 

（単位：ｈａ）    

用途

地区名 

埠頭用地

港湾関連

用地 

工業 

用地 

交通機能

用地 

危険物

取扱施設

用地 

緑 地 合 計 

朝日地区

（28.6）

28.6 

（59.9）

59.9 

（79.2）

79.2 

（15.6）

15.6 

（12.9）

12.9 

（5.6）

5.6 

（201.8）

201.8 

注 1)（ ）は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する区域の保全に、特に密接に関連す

る土地利用計画で内数である。 

注 2）端数整理のため、内訳の和は必ずしも合計とはならない。 

注 3）今回の変更にかかる地区についてのみ記述した。

既定計画 

表Ⅲ-2-2 土地利用計画 

（単位：ｈａ）    

用途

地区名 

埠頭用地

港湾関連

用地 

工業 

用地 

交通機能

用地 

危険物

取扱施設

用地 

緑 地 合 計 

朝日地区

（28.9）

28.9 

（59.9）

59.9 

（76.7）

76.7 

（15.6）

15.6 

（12.9）

12.9 

（5.6）

5.6 

（199.6）

199.6 

注 1)（ ）は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する区域の保全に、特に密接に関連す

る土地利用計画で内数である。 

注 2）端数整理のため、内訳の和は必ずしも合計とはならない。 

注 3）今回の変更にかかる地区についてのみ記述した。



－１０－

＜変更前＞ 

＜変更後＞ 



－１１－

Ⅳ．その他重要事項 

Ⅳ－１．その他港湾の開発、利用及び保全に関する事項 

（１）廃棄物処理への対応 

廃棄物の処分用地を確保するため、朝日地区の 2.2ha の土地造成において、浚渫土砂等

16.7 万ｍ3の廃棄物の処理を計画する。 

図Ⅳ-1-1 廃棄物処理受入れ計画位置 

廃棄物受入れ位置
（工業用地 2.2ha）



－１２－

Ⅴ．その他の資料 

Ⅴ－１．環境の保全に関する資料 

（１）環境への影響と評価 

１）大気質への影響と評価 

本計画変更においては、新たな負荷を発生させる施設の計画はあるものの、負荷量の変

化はわずかであることから、計画の変更が大気質に与える影響は軽微であると考えられる。

２）水質への影響と評価 

本計画変更においては、新たな負荷を発生させる施設の計画はあるものの、流況の変化

への影響はなく、負荷量の変化もわずかであることから、計画の変更が水質に与える影響

は軽微であると考えられる。

 ３）騒音・振動による影響と評価 

本計画変更に伴う発生交通量の変化はわずかであることから、計画の変更に伴う騒音・

振動による影響は軽微であると考えられる。

 ４）海生生物への影響と評価 

本計画変更に伴う水質への影響が軽微であると予測されることから、今回計画が海生

生物に及ぼす影響は軽微であると考えられる。

 ５）生態系への影響と評価 

本計画変更に伴う水質への影響が軽微であると予測されることから、今回計画が生態

系に及ぼす影響は軽微であると考えられる。

（２）総合評価 

以上の結果から、本計画変更に伴う周辺環境への影響は軽微であると考えられる。

なお、今回計画の実施にあたっては、工法、工期等について十分に検討し、十分な監視

のもとに環境に与える影響を小さくするよう配慮し、慎重に実施するものとする。
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